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国際郵便約款新旧対照表 

※下線部分は改正部分 

現    行 改    正 

国際郵便約款 

 

 （略） 

 

（ＥＭＳ郵便物） 

第３８条 （略） 

２ ＥＭＳ郵便物の取扱いを行う国、郵送が認められない物品、郵便物の大きさ、重量その他の利用条件については、

第１１条（国別の差出条件）に規定する差出条件によります。 

３～５ （略） 

 

（ＥＭＳ郵便物の配達時間保証扱い） 

第３９条 ＥＭＳ郵便物のうち、郵便物を一定の日時までに配達する扱い（以下「配達時間保証扱い」といいます。）を

行うものをＥＭＳ配達時間保証郵便物といいます。 

２ （略） 

３ ＥＭＳ配達時間保証郵便物の差出人には、その郵便物の配達結果に関する通知を行います。ただし、差出人がその

通知を必要としない場合は、この限りではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（同右） 

国際郵便約款 

 

 （略） 

 

（ＥＭＳ郵便物） 

第３８条 （略） 

２ ＥＭＳ郵便物の取扱いを行う国、郵送が認められない物品、郵便物の大きさ、重量その他の利用条件については、

第１１条（国別の差出条件）及び第４０条（ＥＭＳ郵便物の利用条件）に定めるところによります。 

３～５ （略） 

 

（ＥＭＳ郵便物の配達時間保証扱い） 

第３９条 ＥＭＳ郵便物のうち、郵便物を一定の日時までに配達する扱い（以下「配達時間保証扱い」といいます。）を

行うものを配達時間保証ＥＭＳ郵便物といいます。 

２ （略） 

３ 配達時間保証ＥＭＳ郵便物の差出人には、その郵便物の配達結果に関する通知を行います。ただし、差出人がその

通知を必要としない場合は、この限りではありません。 

 

（ＥＭＳ郵便物の保冷扱い） 

第３９条の２ ＥＭＳ郵便物のうち、郵便物を保冷したまま外国の受取人に配達する扱いを行うものを保冷ＥＭＳ郵便

物といいます。 

２ 保冷ＥＭＳ郵便物には、冷蔵したまま配達する扱い（以下「冷蔵型保冷扱い」といいます。）を行うものと、冷凍し

たまま配達する扱い（以下「冷凍型保冷扱い」といいます。）を行うものがあります。 

３ 当社は、保冷ＥＭＳ郵便物を、一定時間次の区別に従って定める温度に保つため、当社所定の保冷容器に納入して

外国宛てに運送します。 

 

区別 温度 

ア 冷蔵型保冷扱いを行う保冷ＥＭＳ郵便物（以下「冷蔵型保冷ＥＭ

Ｓ郵便物」といいます。） 

 おおむね摂氏０度以上１０度以下 

イ 冷凍型保冷扱いを行う保冷ＥＭＳ郵便物（以下「冷凍型保冷ＥＭ

Ｓ郵便物」といいます。） 

 おおむね摂氏零下１５度以下 

 

（ＥＭＳ郵便物の利用条件） 

第４０条 ＥＭＳ郵便物は、次の条件により差し出していただきます。 
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現    行 改    正 

 

 

 

 

 

２ ＥＭＳ配達時間保証郵便物を差し出すためには、前項(1)及び(2)に規定するほか、当社が別に定める条件に従って

いただきます。 

 

 

 

（料金の返還） 

第５１条 既に支払われた国際郵便に関する料金は、次に掲げるものであって、かつ、それぞれ次に掲げる請求期間内

において、これを支払った者（７の場合において受取人に損害賠償するものにあっては、受取人）からの請求があっ

た場合に、これを返還します。 

 

区  別 返還される料金 請求期間 

１～４ （略） （略） 料金を支払った

日から１年 ５ 外国宛てＥＭＳ郵便物について、Ｅ

ＭＳの取扱いをしなかった場合又は

ＥＭＳの取扱いをしないのと同様の

結果を生じた場合（不可抗力による場

合を除きます。） 

差出しの際に支払われた料金（そのＥＭＳ郵便物

が、料金割引の適用により合計額又は総計額が割り

引かれたものである場合には、支払われた料金の合

計額又は総計額を上回らないことを限度として、そ

の郵便物が料金割引の対象とされなかった場合に

支払われるべき料金とします。） 

 

６ 外国宛てＥＭＳ配達時間保証郵便

物について、配達時間保証扱いをしな

かった場合又は配達時間保証扱いを

しないのと同様の結果を生じた場合

（不可抗力による場合を除きます。） 

差出しの際に支払われた配達時間保証扱いの料

金（その配達時間保証扱いの料金が、料金割引の適

用により合計額又は総計額が割り引かれたもので

ある場合には、支払われた料金の合計額又は総計額

を上回らないことを限度として、その郵便物が料金

割引の対象とされなかった場合に支払われるべき

料金とします。） 

(1) 当社所定の国際スピード郵便ラベルに差出人及び受取人住所氏名、その他必要事項を記載して郵便物とともに差

し出すこと。 

(2) ＥＭＳ郵便物には、内容品の別により、当社所定のＣＮ２２を添付するか又は名宛国が必要とする場合には、当

社所定のＣＮ２３を追加して添付していただきます。名宛国ごとのＣＮ２２又はＣＮ２３の必要枚数その他の添付

条件については、第１１条（国別の差出条件）に規定する差出条件によります。 

２ 配達時間保証ＥＭＳ郵便物を差し出すためには、前項(1)及び(2)に規定するほか、当社が別に定める条件に従って

いただきます。 

３ 保冷ＥＭＳ郵便物を差し出すためには、第１項(1)及び(2)に規定するほか、当社が別に定める条件に従っていただ

きます。 

 

（料金の返還） 

第５１条 既に支払われた国際郵便に関する料金は、次に掲げるものであって、かつ、それぞれ次に掲げる請求期間内

において、これを支払った者（７の場合において受取人に損害賠償するものにあっては、受取人）からの請求があっ

た場合に、これを返還します。 

 

区  別 返還される料金 請求期間 

１～４ （略） （略） 料金を支払った

日から１年 ５ 外国宛てＥＭＳ郵便物について、

ＥＭＳ郵便物の取扱いをしなかった

場合又はＥＭＳ郵便物の取扱いをし

ないのと同様の結果を生じた場合

（６の２及び６の３に規定する場合

及び不可抗力による場合を除きま

す。） 

差出しの際に支払われた料金（そのＥＭＳ郵便物

が、料金割引の適用により合計額又は総計額が割り

引かれたものである場合には、支払われた料金の合

計額又は総計額を上回らないことを限度として、そ

の郵便物が料金割引の対象とされなかった場合に支

払われるべき料金とします。） 

６ 外国宛て配達時間保証ＥＭＳ郵便

物について、配達時間保証扱いをし

なかった場合又は配達時間保証扱い

をしないのと同様の結果を生じた場

合（不可抗力による場合を除きま

す。） 

差出しの際に支払われた配達時間保証扱いの料金 



 3 

現    行 改    正 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

７ 書留若しくは保険付とする通常郵

便物、小包郵便物又はＥＭＳ郵便物に

関し、亡失又は内容品の全部の盗取若

しくは全面的な損傷について当社が

損害賠償しなければならない場合（外

国来郵便物にあっては、受取人が郵便

物の不良状態を理由として受取りを

拒絶した場合も含みます。） 

 

差出しの際に支払われた郵便物の料金（その郵便物

が、料金割引の適用により合計額又は総計額が割り

引かれたものである場合には、支払われた料金の合

計額又は総計額を上回らないことを限度として、そ

の郵便物が料金割引の対象とされなかった場合に

支払われるべき料金とします（ＥＭＳ郵便物にあっ

ては、国際郵便に関する届出料金表第５表（ＥＭＳ

郵便物の料金）第２の１ただし書の規定により算出

した額を除きます。）。８から１１までについても同

様とします。）、特殊取扱の料金（書留とする郵便物

にあっては書留料を、保険付とする郵便物にあって

は保険料を除いた額とします。）及び配達時間保証

扱いの料金 

損害賠償の通知

を受けた日から６

か月 

８～１１ （略）  （略） （略） 

 

２～４ （略） 

 

（国際郵便物の送達日数） 

第５７条 当社は、外国宛て航空扱いとする通常郵便物及び小包郵便物について、標準送達日数を公表します。 

２・３ （略） 

 

６の２ 冷蔵型保冷ＥＭＳ郵便物につ

いて、冷蔵型保冷扱いをしなかった

場合又は冷蔵型保冷扱いをしないの

と同様の結果を生じた場合（不可抗

力による場合を除きます。） 

 

差出しの際に支払われた保冷ＥＭＳ郵便物の料金

（その保冷ＥＭＳ郵便物の料金が、料金割引の適用

により合計額又は総計額が割り引かれたものである

場合には、支払われた料金の合計額又は総計額を上

回らないことを限度として、その郵便物が料金割引

の対象とされなかった場合に支払われるべき料金と

します。） 

６の３ 冷凍型保冷ＥＭＳ郵便物につ

いて、冷凍型保冷扱いをしなかった

場合又は冷凍型保冷扱いをしないの

と同様の結果を生じた場合（不可抗

力による場合を除きます。） 

差出しの際に支払われた保冷ＥＭＳ郵便物の料金

（その保冷ＥＭＳ郵便物の料金が、料金割引の適用

により合計額又は総計額が割り引かれたものである

場合には、支払われた料金の合計額又は総計額を上

回らないことを限度として、その郵便物が料金割引

の対象とされなかった場合に支払われるべき料金と

します。） 

 

７ 書留若しくは保険付とする通常郵

便物、小包郵便物又はＥＭＳ郵便物

に関し、亡失又は内容品の全部の盗

取若しくは全面的な損傷について当

社が損害賠償しなければならない場

合（外国来郵便物にあっては、受取

人が郵便物の不良状態を理由として

受取りを拒絶した場合も含みます。） 

 

差出しの際に支払われた郵便物の料金（その郵便

物が、料金割引の適用により合計額又は総計額が割

り引かれたものである場合には、支払われた料金の

合計額又は総計額を上回らないことを限度として、

その郵便物が料金割引の対象とされなかった場合に

支払われるべき料金とします（ＥＭＳ郵便物にあっ

ては、国際郵便に関する届出料金表第５表（ＥＭＳ

郵便物の料金）第２の１ただし書及び第２の２の２

ただし書の規定により算出した額を除きます。）。８

から１１までについても同様とします。）、特殊取扱

の料金（書留とする郵便物にあっては書留料を、保

険付とする郵便物にあっては保険料を除いた額とし

ます。）及び配達時間保証扱いの料金 

損害賠償の通知

を受けた日から６

か月 

８～１１ （略）  （略） （略） 

 

２～４ （略） 

 

（国際郵便物の送達日数） 

第５７条 当社は、外国宛て航空扱いとする通常郵便物、小包郵便物及びＥＭＳ郵便物について、標準送達日数を公表

します。 

２・３ （略） 
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現    行 改    正 

 

（外国宛て郵便物の返還） 

第７３条 （略） 

２ 前項に規定する郵便物が速達としたものであるとき又はＥＭＳ郵便物であるときには、速達の扱い又はＥＭＳの扱

いにより返還します。 

３・４ （略） 

 

 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外国宛て郵便物の返還） 

第７３条 （略） 

２ 前項に規定する郵便物が速達としたものであるとき又はＥＭＳ郵便物であるときには、速達の扱い又はＥＭＳ郵便

物の扱いにより返還します。 

３・４ （略） 

 

 

 （略） 

 

 

 

   附 則（平成２９年※月※日 2016-日国際第※※※号） 

 

（実施期日） 

第１条 この改正は、平成２９年４月１日から実施します。 
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現    行 改    正 

国際郵便に関する料金表 

 

 （略） 

 

第５表 ＥＭＳ郵便物の料金 

第１ 適用 

１ ＥＭＳ郵便物の料金 

ＥＭＳ郵便物には、次の区別による料金を適用します。 

(1) ＥＭＳ郵便物の料金 

(2) ＥＭＳ郵便物の配達時間保証扱いの料金 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＥＭＳ郵便物の料金割引 

ＥＭＳ郵便物（ＥＭＳ配達時間保証郵便物を含みます。以下この２において同じとします。）の料金は、次に

掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより割引をします。この場合において、(1)及び(2)のアのい

ずれも満たすものについては、割引率のいずれか高い方の条件を満たすものとみなします。 

(1) 同時に差し出されたものの料金割引 

次に掲げる条件を満たすＥＭＳ郵便物の料金については、その合計額（同時に差し出されたその郵便物に

対する第２の１（ＥＭＳ郵便物の料金）の表に規定する料金の額を合計した額をいいます。以下この(1)にお

いて同じとします。）に、第２の３の(1)（同時に差し出されたものの料金割引）の表に掲げる率を乗じて得

た額を、合計額から割り引きます。 

ア 同時に１０個以上差し出されたものであること。 

イ 当社が別に定める料金支払方法及び差出方法に関する条件を満たすものであること。 

(2) １か月内に差し出されたものの料金割引 

ア 基本割引 

次に掲げる条件を満たすＥＭＳ郵便物の料金については、その総計額（１か月内に差し出されたその郵

便物に対する第２の１（ＥＭＳ郵便物の料金）の表に規定する料金の額を合計した額をいいます。以下こ

の(2)において同じとします。）に第２の３の(2)のア（基本割引率）の表に掲げる率を乗じて得た額を、

総計額から割り引きます。 

(ｱ) 一の事業所に１か月内に５０個以上差し出されたものであること。 

国際郵便に関する料金表 

 

 （略） 

 

第５表 ＥＭＳ郵便物の料金 

第１ 適用 

１ ＥＭＳ郵便物の料金 

ＥＭＳ郵便物には、次の区別による料金を適用します。 

(1) ＥＭＳ郵便物（(3)に掲げるものを除きます。） 

(2) ＥＭＳ郵便物の配達時間保証扱い 

(3) 保冷ＥＭＳ郵便物 

ア 冷蔵大型保冷ＥＭＳ郵便物（別記８の２の表中１の(1)に該当するものをいいます。） 

イ 冷蔵中型保冷ＥＭＳ郵便物（別記８の２の表中１の(2)に該当するものをいいます。） 

ウ 冷蔵小型保冷ＥＭＳ郵便物（別記８の２の表中１の(3)に該当するものをいいます。） 

エ 冷凍大型保冷ＥＭＳ郵便物（別記８の２の表中２の(1)に該当するものをいいます。） 

オ 冷凍中型保冷ＥＭＳ郵便物（別記８の２の表中２の(2)に該当するものをいいます。） 

カ 冷凍小型保冷ＥＭＳ郵便物（別記８の２の表中２の(3)に該当するものをいいます。） 

２ ＥＭＳ郵便物の料金割引 

ＥＭＳ郵便物の料金は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより割引をします。この場合

において、(1)及び(2)のアのいずれも満たすものについては、割引率のいずれか高い方の条件を満たすものと

みなします。 

(1) 同時に差し出されたものの料金割引 

次に掲げる条件を満たすＥＭＳ郵便物の料金については、その合計額（同時に差し出されたその郵便物に

対する第２の１（ＥＭＳ郵便物の料金）又は第２の２の２（保冷ＥＭＳ郵便物の料金）の表に規定する料金

の額を合計した額をいいます。以下この(1)において同じとします。）に、第２の３の(1)（同時に差し出され

たものの料金割引）の表に掲げる率を乗じて得た額を、合計額から割り引きます。 

ア 同時に１０個以上差し出されたものであること。 

イ 当社が別に定める料金支払方法及び差出方法に関する条件を満たすものであること。 

(2) １か月内に差し出されたものの料金割引 

ア 基本割引 

次に掲げる条件を満たすＥＭＳ郵便物の料金については、その総計額（１か月内に差し出されたその郵

便物に対する第２の１（ＥＭＳ郵便物の料金）又は第２の２の２（保冷ＥＭＳ郵便物の料金）の表に規定

する料金の額を合計した額をいいます。以下この(2)において同じとします。）に第２の３の(2)のア（基

本割引率）の表に掲げる率を乗じて得た額を、総計額から割り引きます。 

(ｱ) 一の事業所に１か月内に５０個以上差し出されたものであること。 

（参考） 
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現    行 改    正 

(ｲ) 当社が別に定める料金支払方法及び差出方法に関する条件を満たすものであること。 

イ （略） 

 

 （略） 

 

第２ 料金額 

１ ＥＭＳ郵便物の料金 

ＥＭＳ郵便物の料金は、次表のとおりとします。ただし、差出人が２０，０００円を超える損害要償額を申し出

た場合にあっては、その料金は、次表の料金額に当該損害要償額が２０，０００円を超える２０，０００円又はそ

の端数ごとに５０円の割合で算出した額を加えた額とします。 

(表略) 

２ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 当社が別に定める料金支払方法及び差出方法に関する条件を満たすものであること。 

イ （略） 

 

 （略） 

 

第２ 料金額 

１ ＥＭＳ郵便物の料金 

ＥＭＳ郵便物の料金（２の２に掲げるものを除きます。）は、次表のとおりとします。ただし、差出人が２０，

０００円を超える損害要償額を申し出た場合にあっては、その料金は、次表の料金額に当該損害要償額が２０，０

００円を超える２０，０００円又はその端数ごとに５０円の割合で算出した額を加えた額とします。 

(表略) 

２ （略） 

２の２ 保冷ＥＭＳ郵便物の料金 

保冷ＥＭＳ郵便物の料金は、次表のとおりとします。ただし、差出人が２０，０００円を超える損害要償額

を申し出た場合にあっては、その料金は、次表の料金額に当該損害要償額が２０，０００円を超える２０，０

００円又はその端数ごとに５０円の割合で算出した額を加えた額とします。 

 

(1) 冷蔵大型保冷ＥＭＳ郵便物 

 

重量 

名宛地域 

台湾 香港 

シンガポール、ベ

トナム及びマレ

ーシア 

フランス 

2.0kgまで 9,700円 10,500円 12,100円 23,100円 

3.0kgまで 10,500円 11,300円 12,900円 24,400円 

4.0kgまで 12,100円 12,900円 14,500円 25,700円 

5.0kgまで 12,900円 13,700円 15,300円 27,000円 

6.0kgまで 13,700円 14,500円 16,100円 28,300円 

7.0kgまで 14,500円 15,300円 16,900円 29,600円 

8.0kgまで 15,300円 16,100円 17,700円 30,900円 

9.0kgまで 16,100円 16,900円 18,500円 32,200円 

10.0kgまで 16,900円 17,700円 19,300円 33,500円 

11.0kgまで 17,700円 18,500円 20,100円 34,800円 

12.0kgまで 18,500円 19,300円 20,900円 36,100円 

13.0kgまで 19,300円 20,100円 21,700円 37,400円 
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14.0kgまで 20,100円 20,900円 22,500円 38,700円 

15.0kgまで 20,900円 21,700円 23,300円 40,000円 

 

(2) 冷蔵中型保冷ＥＭＳ郵便物 

 

重量 

名宛地域 

台湾 香港 

シンガポール、ベ

トナム及びマレ

ーシア 

フランス 

2.0kgまで 8,100円  8,900円  10,500円 20,500円 

3.0kgまで 8,900円 9,700円 11,300円 21,800円 

4.0kgまで 9,700円 10,500円 12,100円 23,100円 

5.0kgまで 10,500円 11,300円 12,900円 24,400円 

6.0kgまで 12,100円 12,900円 14,500円 25,700円 

7.0kgまで 12,900円 13,700円 15,300円 27,000円 

8.0kgまで 13,700円 14,500円 16,100円 28,300円 

9.0kgまで 14,500円 15,300円 16,900円 29,600円 

10.0kgまで 15,300円 16,100円 17,700円 30,900円 

11.0kgまで 16,100円 16,900円 18,500円 32,200円 

12.0kgまで 16,900円 17,700円 19,300円 33,500円 

13.0kgまで 17,700円 18,500円 20,100円 34,800円 

14.0kgまで 18,500円 19,300円 20,900円 36,100円 

15.0kgまで 19,300円 20,100円 21,700円 37,400円 

 

(3) 冷蔵小型保冷ＥＭＳ郵便物 

 

重量 

名宛地域 

台湾 香港 

シンガポール、ベ

トナム及びマレ

ーシア 

フランス 

1.0kgまで 4,800円 5,300円 6,300円 12,700円 

2.0kgまで 5,800円 6,300円 7,300円 14,000円 

3.0kgまで 6,800円 7,300円 8,100円 15,300円 

4.0kgまで 8,100円 8,900円 9,700円 16,600円 
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5.0kgまで 8,900円 9,700円 10,500円 17,900円 

6.0kgまで 9,700円 10,500円 11,300円 19,200円 

7.0kgまで 10,500円 11,300円 12,100円 20,500円 

8.0kgまで 11,300円 12,100円 12,900円 21,800円 

9.0kgまで 12,100円 12,900円 13,700円 23,100円 

10.0kgまで 12,900円 13,700円 14,500円 24,400円 

11.0kgまで 13,700円 14,500円 15,300円 25,700円 

12.0kgまで 14,500円 15,300円 16,100円 27,000円 

13.0kgまで 15,300円 16,100円 16,900円 28,300円 

14.0kgまで 16,100円 16,900円 17,700円 29,600円 

15.0kgまで 16,900円 17,700円 18,500円 30,900円 

 

(4) 冷凍大型保冷ＥＭＳ郵便物 

 

重量 

名宛地域 

台湾 香港 

シンガポール、ベ

トナム及びマレ

ーシア 

フランス 

1.0kgまで 11,300円 12,100円 15,300円 27,000円 

2.0kgまで 12,100円 12,900円 16,100円 28,300円 

3.0kgまで 12,900円 13,700円 16,900円 29,600円 

4.0kgまで 13,700円 14,500円 17,700円 30,900円 

5.0kgまで 14,500円 15,300円 18,500円 32,200円 

6.0kgまで 15,300円 16,100円 19,300円 33,500円 

7.0kgまで 16,100円 16,900円 20,100円 34,800円 

8.0kgまで 16,900円 17,700円 20,900円 36,100円 

9.0kgまで 17,700円 18,500円 21,700円 37,400円 

10.0kgまで 18,500円 19,300円 22,500円 38,700円 

 

(5) 冷凍中型保冷ＥＭＳ郵便物 

 

重量 名宛地域 
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３ (略) 

 

 （略） 

 

台湾 香港 

シンガポール、ベ

トナム及びマレ

ーシア 

フランス 

1.0kgまで 9,700円 10,500円 13,700円 24,400円 

2.0kgまで 10,500円 11,300円 14,500円 25,700円 

3.0kgまで 11,300円 12,100円 15,300円 27,000円 

4.0kgまで 12,100円 12,900円 16,100円 28,300円 

5.0kgまで 12,900円 13,700円 16,900円 29,600円 

6.0kgまで 13,700円 14,500円 17,700円 30,900円 

7.0kgまで 14,500円 15,300円 18,500円 32,200円 

8.0kgまで 15,300円 16,100円 19,300円 33,500円 

9.0kgまで 16,100円 16,900円 20,100円 34,800円 

10.0kgまで 16,900円 17,700円 20,900円 36,100円 

 

(6) 冷凍小型保冷ＥＭＳ郵便物 

 

重量 

名宛地域 

台湾 香港 

シンガポール、ベ

トナム及びマレ

ーシア 

フランス 

1.0kgまで 6,300円 6,800円 8,100円 15,300円 

2.0kgまで 7,300円 8,100円 8,900円 16,600円 

3.0kgまで 8,100円 8,900円 9,700円 17,900円 

4.0kgまで 8,900円 9,700円 10,500円 19,200円 

5.0kgまで 10,500円 11,300円 12,100円 20,500円 

6.0kgまで 11,300円 12,100円 12,900円 21,800円 

7.0kgまで 12,100円 12,900円 13,700円 23,100円 

8.0kgまで 12,900円 13,700円 14,500円 24,400円 

9.0kgまで 13,700円 14,500円 15,300円 25,700円 

10.0kgまで 14,500円 15,300円 16,100円 27,000円 

  

３ （略） 
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 （略） 

 

 

 

   附 則（平成２９年※月※日 2016-日国際第※※※号） 

 

（実施期日） 

第１条 この改正は、平成２９年４月１日から実施します。 

 

 

 

 


